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本書は金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書です。 

 

（会社名ロゴ） 

（リサーチロゴ） 

投資信託説明書（交付目論見書）

2010.1 

見 本 



１．この投資信託説明書（交付目論見書）により行う朝日ライフ リサーチ 日本株オープンの受益権

の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第5条の規定により有価

証券届出書を平成22年1月18日に関東財務局長に提出しており、平成22年1月19日にその効力が生

じております。 

２．委託会社は、この投資信託説明書（交付目論見書）のほかに、金融商品取引法第13条第2項第2号

の規定に基づく詳細情報を記載した目論見書（投資信託説明書（請求目論見書））を作成しており

ます。 

投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家からのご請求に応じ、販売会社を通じてお渡しいた

します。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合には、その旨をご自身で記

録しておくようお願いいたします。 

３．当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の下落

や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等の

影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの

投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り

込むことがあります。 

４．当ファンドは、金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護

機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護

基金による支払いの対象にはなりません。 

５．信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 

６．課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

 
有価証券届出書 表紙記載事項 

 

 
 

 
基準価額、販売会社などにつきましては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。 

 

 

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 
 

 電 話 ０１２０－２８３１０４
フヤソウトウシン

（営業日の 9:00～17:00） 
 

 ホームページ http://www.alamco.co.jp/ 

提出先 関東財務局長 

提出日 有価証券届出書      平成 22 年 1 月 18 日

発行者名 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

代表者の役職氏名 代表取締役社長 土岐 眞一 

本店の所在の場所 東京都杉並区和泉一丁目 22 番 19 号 

届出の対象とした募集内国投資信託受

益証券に係るファンドの名称 
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 

届出の対象とした募集内国投資信託受

益証券の金額 
継続募集額 上限 1,000 億円 

縦覧に供する場所 該当事項はありません。 

照会先 



 

 

下記の事項は、「朝日ライフ リサーチ 日本株オープン」（以下｢当ファンド｣という。）をお申込み

される投資家のみなさまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするもの

です。 

お申込みの際には、下記の事項および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読

みください。 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主に国内の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた株式の価格の

下落や、組入れた株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評

価の変化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 

したがって、投資家のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下

落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」、「金利変動リスク」、

「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 

■当ファンドに係る手数料等について 

◆お申込み手数料 

取得申込受付日の基準価額に、5.25％（税抜 5.0％）を上限として販売会社が個別に定

める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは販売会社もしくはお申込み手数料を記載した書面にてご確認ください。 

◆ご換金（解約）手数料 

当ファンドにはご換金（解約）手数料はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年 1.575％（税抜 1.5％）の率を乗じて得た額とします。 

◆信託財産留保額 

解約請求受付日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

◆監査費用(*) 

ファンドの純資産総額に年 0.00525％（税抜 0.005％）の率を乗じて得た額とします。 

※ただし、年42万円（税抜40万円）を上限とします。 

(*)監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 

◆その他の費用(*) 

①有価証券売買時の売買委託手数料 

②先物・オプション取引等に要する費用 

③資産を外国で保管する場合の費用 等 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「手数料等及び税金」をご覧ください。 

(*)「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上

限額等を表示することができません。 

 

当該手数料等の合計額については、投資家のみなさまがファンドを保有される期間等に応じ

て異なりますので、表示することができません。 

以上



 

朝日ライフ リサーチ 日本株オープン（愛称：オール ジャパンＥ） 
 

当概要は、交付目論見書の証券情報、ファンド情報などを要約したものです。 

詳細は本文の該当箇所をご覧ください。 

商 品 分 類 追加型投信／国内／株式 

主 な 投 資 対 象 
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド（以下、「マザーファンド」という

ことがあります。）受益証券を主要投資対象とします。 

フ ァ ン ド の 目 的 

マザーファンドへの投資を通じて、業種構成などにこだわらず、銘柄

本位の投資を行い、長期的に TOPIX を上回る超過収益を目指して、運用

を行います。 

主 な 投 資 制 限 

株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とし

ます。 

価 額 変 動 リ ス ク 
株式などの値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動しま

す。 

信 託 期 間 無期限 

信 託 設 定 日 平成 11 年 11 月 26 日 

決算 と収益分配 
毎期、決算日（10 月 19 日。ただし、休業日の場合には翌営業日）に、収益

分配方針に基づいて分配を行います。 

お申込み受付日 毎営業日にお申込みいただけます。 

お申込み受付時間 
原則として、午後 3 時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みと

します。 

お 申 込 み 単 位 

「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の 2 つの申込方法があ

り、取扱いコースおよびお申込み単位は販売会社によって異なります。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

お 申 込 み 価 額 取得申込受付日の基準価額です。 

お申込み手数料 

取得申込受付日の基準価額に、5.25％（税抜 5.0％）を上限として販売会社

が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額 解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額です。 

信託財産留保額 
（ 換 金 時 の 費 用 ） 

解約請求受付日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

ご 解 約 代 金 の 

お 支 払 い 

原則として、解約請求受付日から起算して 4 営業日目から販売会社におい

て支払います。 

信 託 報 酬 
（ 運 用 中 の 費 用 ） 

純資産総額に対し、年率 1.575％（税抜 1.5％） 

交付目論見書に記載されている用語の解説については巻末「用語解説」もあわせてご参照ください。 



 

 

 

基 本 方 針        

当ファンドは、TOPIX（東証株価指数）をベンチマークとし、業種構成などにこだわ

らず、銘柄本位の投資を行い、長期的に TOPIX を上回る超過収益を目指して、運用

を行います。 

 

運 用 方 法        

 

１.「株式投資本来の魅力」を徹底して追求するボトムアップ・アプローチによるア

クティブ運用です。 

２．日本国内で取引されているすべての株式を投資対象とします。 

なお、当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。 

※全上場銘柄を投資対象とします。 

 

３．独自の投資哲学に基づき、市場の非効率性を衝きます。 
※市場の非効率性については、当社独自の判断に基づくものです。 

４．徹底したリサーチが付加価値を生み出します。 

５．オール ジャパンＥの Value Chain は５つの Pにおける一貫性です。 
※Philosophy, Process, People, Portfolio, Performance の５つの P の Value Chain こそが、長期的に

優れた投資成果をお客様に提供できるものと考えます。 

６．TOPIXをベンチマークとし、超過収益を狙います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

収益分配金

解約代金 等

投資

損益

日本の株式

(主要投資対象)

お申込み 《マザーファンド》

朝日ライフ

リサーチ 日本株

マザーファンド

お客様

(受益者)

《ベビーファンド》

朝日ライフ

リサーチ 日本株

オープン

投資

損益

「ファミリーファンド方式」とは… 

お客様からご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザー
ファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。 
マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。 
 



 

 

 

① 株価変動リスク 

株式市場が国内外の景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをい

います。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株式市場が下落

した場合には当ファンドの基準価額が下がる要因となります。ファンドが投資する企業

が業績悪化や倒産等に陥った場合、その企業の株式の価格は大きく下落し、当ファン

ドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。 

② 金利変動リスク 

金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合に

は、債券価格は下落します。また、金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす

場合があり、当ファンドの基準価額の変動要因となります。 

③ 信用リスク 

発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじ

め決められた条件で支払うことができなくなるリスク（債務不履行）をいいます。一般に

債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、株式ならびに債券および

コマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落し（価格がゼロになることもあ

ります。）、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。また、発行体の格付変更に

伴い価格が下落するリスクもあります。 

④ 流動性リスク  

有価証券を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がないために売却する

ことができない、あるいは売り需要がないために購入することができない等のリ

スクをいいます。そのため保有有価証券の売却を行う場合、市況動向や流動性、

あるいはファンドの解約金額によっては、保有有価証券を市場実勢より低い価格

で売却しなければならないケースが生じる場合があり、当ファンドの基準価額が

下がる要因となります。 

⑤ 繰上償還リスク 

当ファンドは、受益権の口数が当初設定口数の 10 分の 1 または 5 億口を下回ることと

なった場合などには、繰上償還されることがあります。繰上償還が行われた場合、受益

者は、受益権を償還まで保有した場合に得られたであろう投資収益と同等以上の収益

を、当ファンドの償還金の再投資によって得られるとは限りません。 

⑥ ファミリーファンド方式に起因するリスク 

当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンド

以外にマザーファンドへ投資するベビーファンドがある場合、当該ベビーファン

ドの追加設定・解約等によりマザーファンドに資金の流出入が生じることがあり

ます。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価証券の売買等が生じた

場合には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。 

－主なリスクについて－ 

当ファンドは、上記リスクを伴いますので基準価額が変動する可能性がありま

す。したがって、投資元本は保証されているものではなく、これを割り込むことが

あります。 



 

 

 

 

 

 

◆お申込み受付日 

 

毎営業日にお申込みいただけます。 

販売会社へお申込みください。 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他や

むを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、お

よびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。 

 

◆お申込み受付時間 原則として、午後3時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みと

します。 

 

◆お申 込 み単 位 「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があ

り、取扱いコースおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるものと

します。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆お申 込 み価 額 取得申込受付日の基準価額です。 

  

◆お申込み手数料 取得申込受付日の基準価額に、5.25％（税抜 5.0％）を上限として販売会社

が個別に定める率を乗じて得た額とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

◆決 算 日 毎年 10 月 19 日（ただし、休業日の場合には翌営業日）です。 

  

◆収 益 分 配 金 収益分配方針に基づき委託会社が基準価額等を勘案して決定します。 

ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

  

◆支 払 方 法 「分配金受取コース」 

原則として、決算日から起算して 5 営業日までに支払いを開始しま

す。 

「自動けいぞく投資コース」 

税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。 

※税金については、「費用と税金」をご参照ください。 

 

お申込みについて 

決算と収益分配金について 



 

 

 

 

 

 

◆運 用 報 告 書 

 

委託会社は、毎期決算後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および

有価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。運用報告

書は、あらかじめお申し出いただいたご住所に販売会社より送付するほ

か、委託会社のホームページ等において確認することができます。 

運用報告書を補完する目的で、週次または月次の運用状況を記載したレ

ポートを作成しており、委託会社のホームページ等において入手すること

ができます。 

 

◆基 準 価 額 販売会社または委託会社へお問い合わせください。 

また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、朝日ライフ「オ

ールＥ」として掲載されるほか、委託会社のホームページ等において確認

することができます。 
 

 

 

 

 

 

 

◆ご換 金 受 付 日 毎営業日に解約請求により換金できます。 

販売会社へお申し出ください。 

金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ

を得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、およびす

でに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。 

 

◆ご換金受付時間 原則として、午後 3 時までに販売会社が受け付けた分を当日のお申込みと

します。 

 

◆ご 解 約 単 位 販売会社が個別に定める単位とします。 

詳しくは、販売会社へお問い合わせください。 

  

◆ご 解 約 価 額 解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた額です。 

  

◆信託財産留保額 解約請求受付日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。 

  

◆お支 払 開 始 日 原則として、解約請求受付日から起算して 4 営業日目から販売会社におい

てお支払いします。 

 

 

 

ご換金（解約）について 

運用経過について 



 

 

 

 

 

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金        

お 申 込 み 時 お 申 込み手数料
取得申込受付日の 

基準価額の… 

上限 5.25% 

（税抜5.0％注 1） 

個人：10％注 3 
収 益 分 配 時 所得税および地方税注2 普通分配金に対し… 

法人： 7％注 4 

信 託 財産留保額
解約請求受付日の 

基準価額の… 
0.3％ 

譲渡益に対し… 個人：10％注 3 

ご 換 金 

（ 解 約 ） 時 

所得税および地方税注 2 
個別元本超過額の… 法人： 7％注 4 

譲渡益に対し… 個人：10％注 3 
償 還 時 所得税および地方税注 2 

個別元本超過額の… 法人： 7％注 4 

注 1：ここでの税とは、お申込み手数料にかかる消費税等をいいます。 

注 2：地方税は個人の受益者に対してのみとなります。 

注 3：平成 24 年以降は 20％となります。 

注 4：平成 24 年以降は 15％となります。 

※ 確定拠出年金制度に係る受益者に対しては、収益分配時、ご換金（解約）時および償還時における課税は行われま

せん。 

※ 収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」（受益者毎の元本の一部払戻し

に相当する部分）とがあります。 

※ 譲渡益とは、ご換金（解約）時の解約価額および償還時の償還価額から取得費（お申込み手数料およびお申込み手

数料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した差益をいいます。 

※ 本文「第二部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金」をあわせてご参照ください。 

 

 

 

お申込み時や収益分配時等にご負担いただく費用・税金 



 

 

 

 

 

 

 

時 期 項 目 費 用 ・税 金        

信 託 報 酬 純資産総額に対し… 年率 1.575％（税抜 1.5％注 5） 

毎 日 

ファンド監査費用 純資産総額に対し… 
年率 0.00525％（税抜 0.005％注 5） 
※ただし、年42万円（税抜40万円）を上限とします。

その他の費用 欄外をご参照ください。 

注 5：ここでの税とは、信託報酬およびファンド監査費用にかかる消費税等をいいます。 監査費用は、監査法人との契約

等により変更になることがあります。 

 

※ その他の費用として、有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保

管する場合の費用などを信託財産でご負担いただきます。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、

事前に料率、上限額等を表示することができません。 

 

 

 

税法等が改正された場合には、それに伴い税率等が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 

 

 

信託財産で間接的にご負担いただく費用・税金 
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４ 手数料等及び税金 

（１）申込手数料 

申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、5.25％（税抜5.0％注）を上限として販売会社が個別に定める

率を乗じて得た額とします。ただし、「自動けいぞく投資コース」において、収益分配金を再投資する場合は、

申込手数料はかかりません。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 
 
（２）換金（解約）手数料 

換金（解約）手数料はありません。 

 
（３）信託報酬等 

信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.575％（税抜1.5％注）の率を乗じて得た額とし、

信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期

末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。 
注：ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます。以下の配分においても同じです。 

信託報酬の配分は次のとおりです。 

委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 

0.735％（税抜0.7％） 0.735％（税抜0.7％） 0.105％（税抜0.1％） 

 

（４）その他の手数料等 

①換金する受益者が負担する信託財産留保額として、解約請求受付日の基準価額から当該基準価額に0.3％の

率を乗じて得た額が差し引かれ、信託財産に残されます。 

詳しくは、「６ 手続等の概要 ②ご換金（解約）について」をご覧ください。 
 

②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会

社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.00525％（税抜0.005％注）の率を乗じて得た額とします。ただ

し、年42万円（税抜40万円注）を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることが

あります。 
注：ここでの税とは、監査費用にかかる消費税等をいいます。 

 

③ファンドの組入有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引・スワップ取引・金利先渡

取引・為替先渡取引に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用、公社債の借入れに係る費用、借入

金の利息ならびに外国為替予約取引に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費

用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

 

当該手数料等の合計額については、受益者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

ることができません。 

 

（５）課税上の取扱い 

日本の居住者（法人を含みます。）である受益者に対する課税については、以下のような取扱い※となります。 
※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 

 

①個別元本について 

１）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含

まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

２）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ

ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより計算されます。 

ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、販売会社毎に個別元本が計算さ
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れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、

「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合は、コース別に個別元本が

計算される場合があります。 

３）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除

した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

②収益分配金の課税について 

追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」

（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）とがあります。 

 

１）普通分配金 

＜イメージ図＞  

 

収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本と同額または当該受益者の個

別元本を上回っている場合には、当該収益

分配金の全額が普通分配金となります。 
 

 

２）特別分配金 

＜イメージ図＞ 
収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益

者の個別元本を下回っている場合には、そ

の下回る部分の額が特別分配金となり、当

該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。なお、受益

者が特別分配金を受け取った場合、収益分

配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者

の個別元本となります。 
 

※上図は、あくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、収益分配金の各水準等を示唆するものではありません。 

※税法等が改正された場合には、上記の内容が変更になることがあります。 

 

③個人、法人別の課税の取扱いについて 

１）個人の受益者に対する課税 

a) 収益分配金に対する課税 
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当

所得として、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％

（所得税15％、地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ、原則として確定申告の必要はありま

せん。 

なお、確定申告を行い、総合課税または申告分離課税を選択することもできます。 

b) ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時の解約価額注および償還時の償還価額から取得費（申込手数料および当該申込手数料にかか

る消費税等相当額を含みます。）を控除した差益（譲渡益）は、譲渡所得として課税対象となり、

申告分離課税が適用されます。特定口座（源泉徴収あり）の利用も可能です。 

その税率は、平成23年12月31日までは10％（所得税7％、地方税3％）、平成24年1月1日以降は20％

（所得税15％、地方税5％）です。 
注：解約価額とは、基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額です。 

c) 損益通算について 

解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等の譲渡益および

上場株式等の配当等との損益通算が可能です。また、解約時および償還時の譲渡益については、
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他の上場株式等の譲渡損との損益通算が可能です。 

２）法人の受益者に対する課税 

a) 収益分配金に対する課税 
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、7％（所

得税）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。 

なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

b) ご換金（解約）時および償還時における課税 

解約時および償還時の個別元本超過額については、7％（所得税）の税率で源泉徴収されます。地

方税の源泉徴収はありません。 

なお、上記7％の税率は、平成24年1月1日から15％（所得税）となります。 

  

④確定拠出年金制度に係る受益者に対する課税上の取扱い 

確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され、当ファンドの収益分配時、ご換金（解約）時およ

び償還時における課税は行われません。 
 
税法等が改正された場合には、それに伴い税率等が変更されることがあります。 

課税上の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認ください。 

 

 

５ 運用状況 

（１）投資状況 

平成21年11月30日現在の資産別および地域別の投資状況は次のとおりです。 

資 産 の 種 類 
投資国 

または地域 
時 価 合 計（円） 投資比率（％）

親投資信託受益証券 

（朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド受益証券）
日 本 2,617,052,214 99.14

コール・ローン、その他（負債控除後） 22,570,298 0.86

合 計（純資産総額） 2,639,622,512 100.00

（注1）投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。 

（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

 
＜参考＞マザーファンドの投資状況 

平成21年11月30日現在における「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」の資産別および地域別の投資状況

は次のとおりです。 

資 産 の 種 類 投資国または 
地域 時 価 合 計（円） 投資比率(%) 

株 式 日 本 2,562,861,000 97.93

コール・ローン、その他（負債控除後） 54,276,374  2.07

合 計（純資産総額） 2,617,137,374 100.00

(注1）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。 
(注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 
 
（２）投資資産 

①投資有価証券の主要銘柄 

１）主要銘柄の明細（平成21年11月30日現在） 
 

種 類 銘 柄 
国／ 
地域 

数 量 簿価

単価
簿 価 金 額 評価 

単価 
評 価 金 額 投資

比率

    口 円 円 円 円 ％

1 親投資信託
受益証券 

朝日ライフ リサーチ 

日本株マザーファンド 
日本 3,643,904,504 7,672 2,795,603,536 7,182 2,617,052,214 99.14

(注1）投資銘柄は上記の1銘柄です。 

(注2）投資比率とは、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

(注3）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 
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２）種類別投資比率（平成21年11月30日現在） 
国内／外国 種 類 投資比率(％) 

国 内 親投資信託受益証券 99.14

合 計 99.14

 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 
 

③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
 

＜参考＞マザーファンドの投資資産 
朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド 

①投資有価証券の主要銘柄 
１）主要銘柄の明細（評価金額上位 30 銘柄） 

平成 21 年 11 月 30 日現在 
種 銘 柄 名 国／ 業 種 数 量 簿 価 単 価 評 価 単 価 投資

類  地域   簿 価 金 額 評 価 金 額 比率

    (株) (円) (円) (％)

トヨタ自動車        輸送用機器 3,630 3,440
 1 

株

式  
日本 

 

30,500

110,715,000 104,920,000

4.01

三菱ＵＦＪフィナンシャル・ 銀行業 480 482
 2  

グループ 
 

 

155,100

74,448,000 74,758,200

2.86

三井住友フィナンシャル   銀行業 3,290 2,850
 3  

グループ 
 

 

24,400

80,276,000 69,540,000

2.66

武田薬品工業        医薬品 3,690 3,600
 4  

 
 

 

15,700

57,933,000 56,520,000

2.16

三菱地所          不動産業 1,458 1,345
 5  

 
 

 

42,000

61,236,000 56,490,000

2.16

三井物産          卸売業 1,263 1,144
 6  

 
 

 

48,400

61,129,200 55,369,600

2.12

本田技研工業        輸送用機器 2,775 
 7  

 
 

 

19,900

55,222,500 

2,700

53,730,000

2.05

信越化学工業        化学 5,218 4,690
 8  

 
 

 

11,300

58,965,334 52,997,000

2.02

三菱商事          卸売業 1,975 1,950
 9  

 
 

 

25,900

51,148,874 50,505,000

1.93

ＫＤＤＩ          490,000 467,000
10  

 
 

情報・通信業

 

104

50,960,000 48,568,000

1.86

クボタ           730 761
11  

 
 

機械 

 

62,000

45,260,000 47,182,000

1.80

伊藤忠商事         614 593
12  

 
 

卸売業 

 

79,000

48,506,000 46,847,000

1.79

2,565 2,300
13  

三浦工業          

 
 

機械 

 

19,800

50,787,000 45,540,000

1.74

鉄鋼 241 219
14  

住友金属工業        

 
 

 

201,000

48,441,000 44,019,000

1.68

1,933 1,938
15  

ダイセキ          

 
 

サービス業 

 

22,500

43,492,500 43,605,000

1.67

606,000 625,000
16  

東海旅客鉄道        

 
 

陸運業 

 

69

41,814,000 43,125,000

1.65

1,797 1,698
17  

小松製作所         
 

機械 

 

24,700

44,385,900 41,940,600

1.60

電気機器 2,660 2,325
18  

ソニー           

 
 

 

16,900

44,954,000 39,292,500

1.50

420,000 431,000
19  

大阪証券取引所       
 

その他金融業 91

38,220,000 39,221,000

1.50
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リコー           1,250 1,151
20  

 
 

電気機器 

 

34,000

42,500,000 39,134,000

1.50

ゴム製品 1,586 1,375
21  

ブリヂストン        

 
 

 

28,300

44,883,800 38,912,500

1.49

機械 2,055 1,846
22  

グローリー         

 
 

 

20,800

42,744,000 38,396,800

1.47

情報・通信業 470 81,500 81,100
23  

ジュピターテレコム     
 

 38,305,000 38,117,000

1.46

サービス業 4,340 4,040
24  

セコム           

 
 

 

9,400

40,796,000 37,976,000

1.45

電気・ガス業 368 356
25  

東京瓦斯          

 
 

 

104,000

38,272,000 37,024,000

1.41

電気機器 3,540 3,330
26  

キヤノン          

 
 

 

10,900

38,586,000 36,297,000

1.39

不動産業 1,582 1,342
27  

野村不動産ホールディングス 

 
 

 

25,800

40,815,600 34,623,600

1.32

セブン＆アイ・      小売業 2,160 1,933
28  

ホールディングス 
 

 

17,900

38,664,000 34,600,700

1.32

食料品 870 811
29  

味の素           

 
 

 

41,000

35,670,000 33,251,000

1.27

情報・通信業 1,757 1,442
30  

コナミ           
 

 

23,000

40,411,000 33,166,000

1.27

（注1）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。 

（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 

 

２）業種別投資比率 

平成21年11月30日現在 
国内／外国 業 種 投 資 比 率(％) 

電 気 機 器 10.72

輸 送 用 機 器 10.17

機 械 9.93

銀 行 業 7.01

情 報 ・ 通 信 業 6.01

卸 売 業 5.84

化 学 5.58

小 売 業 5.57

サ ー ビ ス 業 4.92

医 薬 品 4.55

不 動 産 業 4.47

陸 運 業 4.04

食 料 品 3.14

そ の 他 製 品 2.66

電 気 ・ ガ ス 業 2.57

鉄 鋼 2.31

そ の 他 金 融 業 1.50

ゴ ム 製 品 1.49

建 設 業 1.48

精 密 機 器 1.21

海 運 業 0.92

証券、商品先物取引業 0.86

鉱 業 0.49

国 内 

金 属 製 品 0.49

合 計 97.93
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（注1）投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額比率をいいます。 
（注2）投資比率は、小数点第3位を四捨五入しています。 
 

②投資不動産物件 

該当事項はありません。 

 
③その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 

 

（３）運用実績 

①純資産の推移 

 純 資 産 総 額（円） 基 準 価 額（円） 

（ 分 配 付 ） 6,830,959,698 （ 分 配 付 ） 8,871 第 1 計算期間末 

(平成 12 年 10 月 19 日) （ 分 配 落 ） 6,830,959,698 （ 分 配 落 ） 8,871 

（ 分 配 付 ） 5,208,079,837 （ 分 配 付 ） 6,976 第 2 計算期間末 

(平成 13 年 10 月 19 日) （ 分 配 落 ） 5,208,079,837 （ 分 配 落 ） 6,976 

（ 分 配 付 ） 4,310,523,131 （ 分 配 付 ） 6,059 第 3 計算期間末 

(平成 14 年 10 月 21 日) （ 分 配 落 ） 4,310,523,131 （ 分 配 落 ） 6,059 

（ 分 配 付 ） 5,263,264,236 （ 分 配 付 ） 7,134 第 4 計算期間末 

(平成 15 年 10 月 20 日) （ 分 配 落 ） 5,263,264,236 （ 分 配 落 ） 7,134 

（ 分 配 付 ） 6,218,372,365 （ 分 配 付 ） 7,936 第 5 計算期間末 

(平成 16 年 10 月 19 日) （ 分 配 落 ） 6,218,372,365 （ 分 配 落 ） 7,936 

（ 分 配 付 ） 7,005,435,875 （ 分 配 付 ） 9,321 第 6 計算期間末 

(平成 17 年 10 月 19 日) （ 分 配 落 ） 7,005,435,875 （ 分 配 落 ） 9,321 

（ 分 配 付 ） 5,965,128,015 （ 分 配 付 ） 10,831 第 7 計算期間末 

(平成 18 年 10 月 19 日) （ 分 配 落 ） 5,524,518,917 （ 分 配 落 ） 10,031 

（ 分 配 付 ） 4,555,559,710  （ 分 配 付 ） 9,474 第 8 計算期間末 

  (平成 19 年 10 月 19 日) （ 分 配 落 ） 4,555,559,710 （ 分 配 落 ） 9,474 

（ 分 配 付 ） 2,598,946,232 （ 分 配 付 ） 5,451 第 9 計算期間末 

  (平成 20 年 10 月 20 日) （ 分 配 落 ） 2,598,946,232 （ 分 配 落 ） 5,451 

（ 分 配 付 ） 2,895,754,598 （ 分 配 付 ） 6,025 第 10 計算期間末 

  (平成 21 年 10 月 19 日) （ 分 配 落 ） 2,895,754,598 （ 分 配 落 ） 6,025 

平成20年11月末 2,528,145,354  5,283 

12月末 2,592,228,100  5,430 

平成21年 1月末 2,416,223,848  5,027 

2月末 2,319,205,562  4,823 

3月末 2,406,120,424  5,016 

4月末 2,535,305,291  5,285 

5月末 2,752,516,737  5,729 

6月末 2,843,231,498  5,906 

7月末 2,951,006,984  6,130 

8月末 2,979,409,002  6,204 

9月末 2,896,267,550  6,018 

10月末 2,867,878,154  5,964 

平成21年11月30日 2,639,622,512  5,633 
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②分配の推移 

 1万口当たりの分配額（円） 

第 1 計算期間末 平成 12 年 10 月 19 日 0 

第 2 計算期間末 平成 13 年 10 月 19 日 0 

第 3 計算期間末 平成 14 年 10 月 21 日 0 

第 4 計算期間末 平成 15 年 10 月 20 日 0 

第 5 計算期間末 平成 16 年 10 月 19 日 0 

第 6 計算期間末 平成 17 年 10 月 19 日 0 

第 7 計算期間末 平成 18 年 10 月 19 日 800 

第 8 計算期間末 平成 19 年 10 月 19 日 0 

第 9 計算期間末 平成 20 年 10 月 20 日 0 

第 10 計算期間末 平成 21 年 10 月 19 日 0 

 

③収益率の推移 

期 間 収 益 率（％） 

自 平成 11 年 11 月 26 日 
第 1 計算期間 

至 平成 12 年 10 月 19 日 
△11.29 

自 平成 12 年 10 月 20 日 
第 2 計算期間 

至 平成 13 年 10 月 19 日 
△21.36 

自 平成 13 年 10 月 20 日 
第 3 計算期間 

至 平成 14 年 10 月 21 日 
△13.15 

自 平成 14 年 10 月 22 日 
第 4 計算期間 

至 平成 15 年 10 月 20 日 
17.74 

自 平成 15 年 10 月 21 日 
第 5 計算期間 

至 平成 16 年 10 月 19 日 
11.24 

自 平成 16 年 10 月 20 日 
第 6 計算期間 

至 平成 17 年 10 月 19 日 
17.45 

自 平成 17 年 10 月 20 日 
第 7 計算期間 

至 平成 18 年 10 月 19 日 
16.20 

自 平成 18 年 10 月 20 日 
第 8 計算期間 

至 平成 19 年 10 月 19 日 
△5.55 

自 平成 19 年 10 月 20 日 
第 9 計算期間 

至 平成 20 年 10 月 20 日 
△42.46 

自 平成 20 年 10 月 21 日 
第 10 計算期間 

至 平成 21 年 10 月 19 日 
10.53 

（注）収益率は、計算期間末日の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額（分

配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して計算し、小数点

第 3 位を四捨五入しています。なお、第 1 計算期間については、前期末基準価額を 10,000 円として計算

しています。 



-  - 

 

21

６ 手続等の概要 

①お申込みについて 

 

お 申 込 み 受 付 日   販売会社の営業日にいつでも行うことができます。 

お 申 込 み 受 付 時 間   原則として、午後 3時までとします。 

お 申 込 み 単 位   「分配金受取コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があ

り、取扱いコースおよびお申込み単位は、販売会社が個別に定めるも

のとします。 

お 申 込 み 価 額   取得申込受付日の基準価額です。 

ただし、「自動けいぞく投資コース」における収益分配金の再投資につい

ては、当該計算期間終了日の基準価額となります。 

お 申 込 み 手 数 料   取得申込受付日の基準価額に、5.25％（税抜5.0％注）を上限として販

売会社が個別に定める率を乗じて得た額とします。 
注：ここでの税とは、申込手数料にかかる消費税等をいいます。 

そ の 他   ・取得申込者は、販売会社に取得申込みと同時にまたはあらかじめ当
該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申

し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記

載または記録が行われます。 
・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他や

むを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを中止するこ

と、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことが

あります。 

 

②ご換金（解約）について 

 

ご 換 金 受 付 日   販売会社の営業日にいつでも解約請求できます。 

ご 換 金 受 付 時 間   原則として、午後 3時までとします。 

ご 解 約 単 位   販売会社が個別に定める単位とします。 

ご 解 約 価 額   解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額の0.3％）

を差し引いた額（以下「解約価額」といいます。）です。 

解約価額＝基準価額－信託財産留保額（基準価額の0.3％） 

お 受 取 金 額   1口当たりの解約価額に解約口数を乗じて得た額から税金を差し引い

た額になります。 

お受取金額＝1口当たりの解約価額×解約口数－税金 

税金については、「４ 手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご覧く

ださい。 

解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目か

ら支払われます。 

そ の 他   ・受益者が解約請求するときは、振替受益権をもって行うものとしま

す。その際、受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対

して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社

が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数

の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

・大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 

・金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他や

むを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中止すること、

およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあり

ます。 
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７ 管理及び運営の概要 

（１）資産の評価 

①基準価額の計算 

基準価額は、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得

た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を計算日における

受益権総口数で除して計算します。基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されます。 

当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。 

 

「朝日ライフ リサーチ 日本株マザーファンド」

受益証券 
移動平均法に基づき、基準価額により評価していま

す。 
 
②基準価額の計算頻度と公表 

基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせ

いただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に、朝日ライフ「オールＥ」として掲載され

ます。 

 
（２）信託期間 

信託期間は無期限ですが、「（４）その他 ①信託の終了（償還）」の規定により信託を終了させる場合があります。 
 
（３）計算期間 

計算期間は、毎年10月20日から翌年10月19日までとします。ただし、各計算期間終了日に該当する日が休業

日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとし

ます。 

 
（４）その他 

①信託の終了（償還） 

１）委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が当初設定受益権口数の10分の1をまたは5億口を下回

ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはや

むを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる

ことができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け

出ます。 

２）委託会社は、１）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面

をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え

るときは、１）の信託契約の解約をしません。 

５）委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か

つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に

対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

６）３）から５）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、

３）の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しま

せん。 

７）委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約

し信託を終了させます。 

８）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会

社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会

社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、「③信託約款の変更４）」に該

当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

９）受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新たな

受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。  
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②償還金について 
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として償

還日（償還日に該当する日が休業日の場合には翌営業日）から起算して5営業日までに支払いを開始します。 

 
③信託約款の変更 
１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会

社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨お

よびその内容を監督官庁に届け出ます。 

２）委託会社は、１）の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お

よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則と

して、公告を行いません。 

３）２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき

旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。 

４）委託会社は、３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え

るときは、１）の信託約款の変更をしません。 

５）委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対し

て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 

６）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、１）から５）までの規定にし

たがいます。 

 

④公告 
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑤運用報告書の作成および交付 
委託会社は、毎期決算後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状況などを記載し

た運用報告書を作成し、販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。 
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第２ 財務ハイライト情報 

以下の情報は、請求目論見書の「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財務

諸表」から抜粋して記載したものです。 

ファンドの「財務諸表」については、新日本有限責任監査法人による監査を受けています。当該監査法人によ

る監査報告書は、請求目論見書の「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」に記載されている「財

務諸表」に添付されています。 

 

 
朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 

 

１ 貸借対照表 
（単位：円）

    
第9期 

(平成20年10月20日現在) 
第10期 

(平成21年10月19日現在) 

資産の部   

 流動資産   

  金銭信託 953,000 980,837

  コール・ローン 30,402,220 46,438,549

  親投資信託受益証券 2,595,649,289 2,870,516,352

  未収利息 316 76

  流動資産合計 2,627,004,825 2,917,935,814

 資産合計 2,627,004,825 2,917,935,814

負債の部   

 流動負債   

  未払解約金 962,368 －

  未払受託者報酬 1,800,417 1,473,846

  未払委託者報酬 25,205,843 20,633,743

  その他未払費用 89,965 73,627

  流動負債合計 28,058,593 22,181,216

 負債合計 28,058,593 22,181,216

純資産の部   

 元本等   

  元本 4,767,554,338 4,806,601,745

  剰余金   

   期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,168,608,106 △1,910,847,147

   （分配準備積立金） 442,394,729 476,126,674

  元本等合計 2,598,946,232 2,895,754,598

 純資産合計 2,598,946,232 2,895,754,598

負債純資産合計 2,627,004,825 2,917,935,814
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２ 損益及び剰余金計算書 
（単位：円）

  
第9期 

自平成19年10月20日 
至平成20年10月20日 

第10期 
自平成20年10月21日 
至平成21年10月19日 

営業収益   

 受取利息 162,448 24,617

 有価証券売買等損益 △1,865,885,550 318,867,063

 営業収益合計 △1,865,723,102 318,891,680

営業費用   

 受託者報酬 3,849,769 2,754,721

 委託者報酬 53,896,773 38,565,978

 その他費用 192,374 137,612

 営業費用合計 57,938,916 41,458,311

営業利益 △1,923,662,018 277,433,369

経常利益 △1,923,662,018 277,433,369

当期純利益 △1,923,662,018 277,433,369

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 △30,426,994 △616,970

期首剰余金又は期首欠損金（△） △252,746,313 △2,168,608,106

剰余金増加額又は欠損金減少額 9,867,589 64,313,305

 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 9,867,589 64,313,305

剰余金減少額又は欠損金増加額 32,494,358 84,602,685

 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 32,494,358 84,602,685

分配金 － －

期末剰余金又は期末欠損金（△） △2,168,608,106 △1,910,847,147

    

 

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 

第９期 

自 平成19年10月20日 

至 平成20年10月20日 

第10期 

自 平成20年10月21日 

至 平成21年10月19日 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券 

  移動平均法に基づき、基準価額によ

り評価しております。 

 同左 

   

２．収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益 有価証券売買等損益 

  約定日基準で計上しております。  同左 
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第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

１．名義書換の手続等 

委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。 

 

２．受益者名簿 

作成しません。 
 
３．受益者に対する特典 

ありません。 
 

４．譲渡制限 

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会

社および受託会社に対抗することができません。 
 
５．受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または

記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの

とします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口

座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、

譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている

振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託

会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を

設けることができます。 
 

６．受益権の再分割 

委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分

割できるものとします。 

 
７．質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求

の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした

がって取り扱われます。 
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第４ ファンドの詳細情報の項目 

請求目論見書「ファンドの詳細情報」に記載している項目の一覧は次のとおりです。 

 
第三部 ファンドの詳細情報 

第１  ファンドの沿革 

第２  手続等 

１  申込（販売）手続等 

２  換金（解約）手続等 

第３  管理及び運営 

１  資産管理等の概要 

（１）資産の評価 

（２）保管 

（３）信託期間 

（４）計算期間 

（５）その他 

２  受益者の権利等 

第４  ファンドの経理状況 

１  財務諸表 

（１）貸借対照表 

（２）損益及び剰余金計算書 

（３）注記表 

（４）附属明細表 

２  ファンドの現況 

   純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 

 

上記の内容は金融庁のＥＤＩＮＥＴ（電子開示システム（ファンドコード：G01204））および委託会社のホームページ

でご覧いただけます。 
 


